
金沢市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成25年５月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第49号
金沢市介護保険規則の一部を改正する規則

金沢市介護保険規則 (平成12年規則第16号) の一部を次のように改正する｡

第８条第24号の次に次の１号を加える｡��の２ 法第129条の規定による保険料の納入及び法第136条第１項の規定による特別徴収対象被保険者に対する保

険料の特別徴収額の通知書 様式第24号の２

様式第24号その１を次のように改める｡
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◎ 目 次 ページ

●規 則

○金沢市介護保険規則の一部を改正する規則
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ア
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年度 介護保険料納入通知書

の介護保険料を決定しましたので通知します｡

年 月 日
納付義務者氏名

金沢市長 印

生年月日 性 別

住 所

被保険者氏名
被保険者番号

保 険 料 区 分
保険料率 (年間保険料額)

各月の納付額は､ 次のとおりです｡ ( 年度賦課分)

普
通
徴
収

(

納
付
書
又
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
額)

保険料額 納 付 額 納 期 限

４月分
５月分
６月分
７月分
８月分
９月分
10月分
11月分
12月分
１月分
２月分
３月分

合 計



(裏)
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せ つ め い

この欄には､ この保険料の納付義務者及び賦課基準､ 保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の

要旨､ 各納期における納付書を納期限までに納入しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不

服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡
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イ

(表
)

年
度

金
沢
市
介
護
保
険
料
領
収
済
通
知
書

年
度

金
沢
市
介
護
保
険
料

納
付
書
(控
)

領
収
証
書
年
度

金
沢
市
介
護
保
険
料

様
加
入
者
名

口
座
番
号

納
付
額

加
入
者
名

口
座
番
号

年
度

年
度
分

月
別

収
納
機

関
番
号

納
付
番
号

確
認
番
号

納
付
区
分

業
務

帳
票

年
度

年
度
分

月
別

被
保
険
者
番
号

年
度

年
度
分

月
別

納
期
限

納
付
額

延
滞
金

納
付
額

合
計

延
滞
金

被
保
険
者
番
号

納
付
額

納
付
書

番
号

領
収
日
付
印

合
計

納
期
限

延
滞
金

納
付

義
務
者

氏
名

納
付
義
務
者

氏
名

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
｡

金
沢
市
指
定
金
融
機
関
等
(※
)

合
計

上
記
の
金
額
を
領

収
し
た
の
で
通
知

し
ま
す
｡

領
収
日
付
印

領
収
日
付
印

(宛
先
)

金
沢
市
会
計
管
理
者

金
沢
市
指
定
金
融
機
関
､

金
沢
市
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は

金
沢
市
収
納
代
理
金
融
機
関

石
川
県
金
沢
市
市
町
村
コ
ー
ド

こ
の
領
収
済
通
知
書
は
､
直
接
機
械
で
処
理

し
ま
す
の
で
､
汚
し
た
り
､
折
り
曲
げ
た
り

し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

石
川
県
金
沢
市
市
町
村
コ
ー
ド

こ
の
領
収
証
書
は
､
後
日
の
証
拠
と

し
て
２
年
間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
｡

石
川
県
金
沢
市
市
町
村
コ
ー
ド
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(裏
)

(※
)金
沢
市
指
定
金
融
機
関
等
と
は
､

金
沢
市
指
定
金
融
機
関
､

金
沢
市
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は

金
沢
市
収
納
代
理
金
融
機
関

を
い
い
ま
す
｡



様式第24号その２を削り､ 同様式その３を同様式その２とし､ 同様式その４を同様式その３とし､ 同様式その５を

同様式その４とし､ 同様式その６を同様式その５とし､ 同様式その７を同様式その６とし､ 同様式の次に次の１様式

を加える｡
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様式第24号の２ (第８条関係)

ア

(表)
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年度 介護保険料納入通知書
兼特別徴収開始通知書

の介護保険料を決定しましたので通知します｡

年 月 日
納付義務者氏名

金沢市長 印

被保険者氏名
被保険者番号

生年月日 性 別

住 所

保 険 料 区 分
保険料率 (年間保険料額)

各月の納付額は､ 次のとおりです｡ ( 年度賦課分)

普
通
徴
収

(

納
付
書
又
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
額)

保険料額 納 付 額 納 期 限

４月分
５月分
６月分
７月分
８月分
９月分
10月分
11月分
12月分
１月分
２月分
３月分

合 計

決定事由

あなたの年金から特別徴収しますので通知します｡

特

別

徴

収

(

年
金
か
ら
の
天
引
き)

前 回 今 回

４ 月
６ 月
８ 月
10 月
12 月
２ 月

合 計

翌年度仮徴収
特別徴収金額※

４ 月 ６ 月 ８ 月

特別徴収義務者
特別徴収対象年金

納付義務者住所

納付義務者氏名
生 年 月 日 性 別

※ 介護保険料 (仮徴収) 額について
介護保険法第140条の規定により､ 翌年度介護保険料額が確

定するまでは､ 仮徴収額として今年度の２月に特別徴収する額
と同額を徴収します｡
仮徴収額に変更があった場合には別途通知いたします｡



(裏)
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せ つ め い

この欄には､ この保険料の納付義務者及び賦課基準､ 保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要

旨､ 各納期における納付書を納期限までに納入しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服が

ある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡
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イ

(表
)

年
度

金
沢
市
介
護
保
険
料
領
収
済
通
知
書

年
度

金
沢
市
介
護
保
険
料

納
付
書
(控
)

領
収
証
書
年
度

金
沢
市
介
護
保
険
料

様
加
入
者
名

口
座
番
号

納
付
額

加
入
者
名

口
座
番
号

年
度

年
度
分

月
別

収
納
機

関
番
号

納
付
番
号

確
認
番
号

納
付
区
分

業
務

帳
票

年
度

年
度
分

月
別

被
保
険
者
番
号

年
度

年
度
分

月
別

納
期
限

納
付
額

延
滞
金

納
付
額

合
計

延
滞
金

被
保
険
者
番
号

納
付
額

納
付
書

番
号

領
収
日
付
印

合
計

納
期
限

延
滞
金

納
付

義
務
者

氏
名

納
付
義
務
者

氏
名

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
｡

金
沢
市
指
定
金
融
機
関
等
(※
)

合
計

上
記
の
金
額
を
領

収
し
た
の
で
通
知

し
ま
す
｡

領
収
日
付
印

領
収
日
付
印

(宛
先
)

金
沢
市
会
計
管
理
者

金
沢
市
指
定
金
融
機
関
､

金
沢
市
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は

金
沢
市
収
納
代
理
金
融
機
関

石
川
県
金
沢
市
市
町
村
コ
ー
ド

こ
の
領
収
済
通
知
書
は
､
直
接
機
械
で
処
理

し
ま
す
の
で
､
汚
し
た
り
､
折
り
曲
げ
た
り

し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

石
川
県
金
沢
市
市
町
村
コ
ー
ド

こ
の
領
収
証
書
は
､
後
日
の
証
拠
と

し
て
２
年
間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
｡

石
川
県
金
沢
市
市
町
村
コ
ー
ド
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(裏
)

(※
)金
沢
市
指
定
金
融
機
関
等
と
は
､

金
沢
市
指
定
金
融
機
関
､

金
沢
市
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は

金
沢
市
収
納
代
理
金
融
機
関

を
い
い
ま
す
｡



様式第29号その１を次のように改める｡
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そ
の
１

(表
)

様

年
度
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書

兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書

の
介
護
保
険
料
を
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

年
月

日

様
金
沢
市
長

印

介
護
保
険
法
第
12
9条
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
が
賦
課
さ
れ
ま
し
た
｡
同
法
第

13
5条
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
あ
な
た
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す
の
で
通

知
し
ま
す
｡

特 別 徴 収

( 年 金 か ら の 天 引 き )

前
回

今
回

４
月

６
月

８
月

10
月

12
月

２
月

合
計

翌
年
度
仮
徴
収

特
別
徴
収
金
額
※

４
月

６
月

８
月

特
別
徴
収
義
務
者

特
別
徴
収
対
象
年
金

被
保
険
者
氏
名

納
付
義
務
者
住
所

被
保
険
者
番
号

納
付
義
務
者
氏
名

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

住
所

※
介
護
保
険
料
(仮
徴
収
)
額
に
つ
い
て

介
護
保
険
法
第
14
0条
の
規
定
に
よ
り
､
翌
年
度
介
護
保
険
料
額
が
確
定
す

る
ま
で
は
､
仮
徴
収
額
と
し
て
今
年
度
の
２
月
に
特
別
徴
収
す
る
額
と
同
額
を

徴
収
し
ま
す
｡

仮
徴
収
額
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
別
途
通
知
い
た
し
ま
す
｡

保
険

料
区

分
保
険
料
率
(年
間
保
険
料
額
)
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(裏
)

郵
便
は
が
き

こ
の
欄
に
は
､
こ
の
通
知
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

救
済
の
方
法
､
取
消
訴
訟
を
行
う
場
合
の
被
告
と
す
べ
き

者
及
び
出
訴
期
間
等
を
記
入
す
る
こ
と
｡



様式第29号に次のように加える｡

その３

(表)
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年度 介護保険料決定通知書
兼特別徴収開始通知書

の介護保険料を決定しましたので通知します｡

年 月 日
納付義務者氏名

金沢市長 印

被保険者氏名
被保険者番号

生年月日 性 別

住 所

保 険 料 区 分
保険料率 (年間保険料額)

各月の納付額は､ 次のとおりです｡ ( 年度賦課分)

普
通
徴
収

(

納
付
書
又
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
額)

保険料額 納 付 額 納 期 限

４月分
５月分
６月分
７月分
８月分
９月分
10月分
11月分
12月分
１月分
２月分
３月分

合 計

決定事由

あなたの年金から特別徴収しますので通知します｡

特

別

徴

収

(

年
金
か
ら
の
天
引
き)

前 回 今 回

４ 月
６ 月
８ 月
10 月
12 月
２ 月

合 計

翌年度仮徴収
特別徴収金額※

４ 月 ６ 月 ８ 月

特別徴収義務者
特別徴収対象年金

納付義務者住所

納付義務者氏名
生 年 月 日 性 別

※ 介護保険料 (仮徴収) 額について
介護保険法第140条の規定により､ 翌年度介護保険料額が確

定するまでは､ 仮徴収額として今年度の２月に特別徴収する額
と同額を徴収します｡
仮徴収額に変更があった場合には別途通知いたします｡



(裏)
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この欄には､ この保険料の納付義務者及び賦課基準､ 保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要

旨､ 各納期における納付書を納期限までに納入しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服が

ある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡



附 則

１ この規則は､ 平成25年６月１日から施行する｡

２ この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市介護保険規則の規定による納入通知書等は､ 改正後の金沢市

介護保険規則の規定にかかわらず､ なお効力を有する｡

平成25年(2013年)５月31日 号外第９号 金 沢 市 公 報
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平成25年(2013年)５月31日 印刷 発行人 金 沢 市
平成25年(2013年)５月31日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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